
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  建設工事と消費税                     

Ｑ：当社は中小の建設会社です。短期で小

規模の工事は、工事進行基準が使えるそうで

すが、この基準を使った場合は消費税の取扱

いはどのようになりますか？                                

                                             

Ａ：消費税では工事進行基準によらないこ

ともできます。 

【解説】 

請負工事は、法人税では、工事完成基準に

よることが原則ですが、長期大規模工事につ

いては工事進行基準が強制適用とされ、それ

以外の短期小規模工事については、いずれか

任意適用となっています。 

これに対して、消費税ですが、基本は法人

税と同じで、法人税で長期大規模工事又は短

期小規模工事について工事進行基準を適用し

ている場合は、消費税でも工事進行基準によ

り資産の譲渡等があったものとされます。 

ただし、この場合には法人税について工事

進行基準を適用している場合に限られており、

法人税において工事進行基準を適用していな

い場合には適用がないこととなっています。 

また一方で、法人税では工事進行基準を適

用していても、消費税では工事進行基準を適

用しないということも認められています。 

これは短期小規模工事だけでなく、長期大

規模工事についても同様です。 

なお、未成工事支出金は、資産の譲受け又

は役務の提供を受けた時に仕入税額控除の計

算をするのが原則ですが、継続適用を条件に

目的物を引き渡した時に仕入税額控除の計算

をすることも認められています。 
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